
 総務常任委員協議会資料  

令和８年２月１６日 

総務部総務課作成 

 

 

酒田市基金条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の目的 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金を廃止するため、所要の

改正を行うものです。 

 

２ 改正の概要 

  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的な影響を受けた中小事業

者が金融機関から受けた融資に係る利子補給及び信用保証料補給を継続的に

行うべく、その財源として国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を充てるために設置した新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

基金の取扱いについては、内閣府地方創生推進室からの通知（令和２年６月

24 日付）により、令和７年度末まで廃止することを要件としているため、当

該基金を廃止するものです。 

 

３ 施行日 

  令和８年４月１日から施行します。 
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総務常任委員協議会資料 

令和８年２月１６日 

総務部人事課作成 

 

 

  酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 条例の改正理由 

職員の通勤手当支給対象を追加するなど、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の概要 

山形県人事委員会勧告に基づき、通勤のために駐車場の料金を負担することを常例とする

職員等を通勤手当の支給対象とし、当該職員に5,000円を超えない範囲内で通勤手当を支給

することとする規定を加える。 

 

３ 施行期日 

 公布の日から９か月以内の日で規則で定める日。 

 

 



総務常任委員協議会資料 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日 

教育委員会スポーツ振興課作成 

 

 

酒田市体育施設設置管理条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

酒田市修道館の廃止に伴い、所要の改正を行うものです。 

 

 

２ 改正の内容 

（１）体育施設の廃止 

施設名 所在地 

酒田市修道館 酒田市観音寺字町後 15 番地 

 

 

３ 施行期日 

令和 8 年 4 月 1 日 
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令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日 

市民部まちづくり推進課作成   

 

 

酒田市空家等の適正管理に関する条例の制定について 

 

 

１ 制定の趣旨 

空家等対策の推進に関する特別措置法を基本施策とするとともに、空家等の適

正な管理に関し必要な事項を定めることにより、管理不全空家等の発生防止及び

空家等の活用の促進を図り、もって安全安心で魅力あるまちづくりの推進に寄与

するため、新たに条例を制定するもの。 

 

２ 条例の主な内容  

 空家等対策の推進に関する特別措置法に沿った対策を講じるとともに、市及び

市民等の責務、自治会の役割、管理不全空家等及び特定空家等の認定、命令に従

わない場合の氏名等の公表、緊急安全措置、関係機関との連携について新たに規

定するもの。 

 

３ 施行期日  

令和８年４月１日 
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令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日 

市民部まちづくり推進課作成   

 

 

酒田市空地の適正管理に関する条例の制定について 

 

 

１ 制定の趣旨 

空地の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空地が管理不全な状態 

になることの防止及び空地の活用の促進を図り、もって安全安心で魅力あるまちづ 

くりの推進に寄与するため、酒田市空き家等の適正管理に関する条例の全部を改正 

するもの。 

 

２ 主な改正内容  

空地も同様に「酒田市空家等の適正管理に関する条例」に沿った対策を講じるた 

め、平成 24年に制定した「酒田市空き家等の適正管理に関する条例」を空地に特 

化する内容とし、市及び市民等の責務、自治会の役割、緊急安全措置、関係機関と 

の連携について新たに規定するもの。 

 

３ 施行期日  

令和８年４月１日 



 

民生常任委員協議会資料 

令和８年２月１６日 

                           市民部市民課作成 

 

 

酒田市印鑑条例及び酒田市手数料条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

電気通信事業法の一部改正に伴い、引用する条項を変更するため、所要の改

正を行うものです。 

 

２ 改正の内容 

次に掲げる条例の規定中「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２

第４項第３号ロ」に改める。 

(1) 酒田市印鑑条例（平成１７年条例第２５号）第１７条第２項 

(2) 酒田市手数料条例（平成１７年条例第７４号）第６条第２項 

 

 ３ 施行期日 

 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正す

る法律（令和７年法律第４６号）の施行の日から施行します。 



 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日 

健康福祉部保育こども園課作成 

 

 

酒田市保育所設置条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

  みなと保育園、松陵保育園の統合に伴い、条例の改正をするものです。 

 

 

２ 改正の内容 

第２条（名称及び位置）の松陵保育園の名称及び位置を削ります。 

 

 

３ 施行年月日 

  令和８年４月１日 
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令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日 

健康福祉部保育こども園課作成 

 

 

酒田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める 

条例の制定について 

 

 

１ 制定の理由 

  子ども・子育て支援法の改正により、令和８年度から実施される乳児等通園支援

事業（こども誰でも通園制度）の運営に関する基準を、市の条例で定めるように規

定されたため、制定するものです。 

 

 

２ 制定の内容 

市が制定する基準は、「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内

閣府令第９５号）」が定める内容とします。 

 

 

３ 施行年月日 

  令和８年４月１日 

民生常任委員協議会資料 
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令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日 

健康福祉部高齢者支援課作成 

 

酒田市介護保険条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

  介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和８年度の介護保険料率の算定に関する

所得の額の算定方法の特例等に関する規定を追加するため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の背景 

  令和７年度税制改正において、給与所得控除について最低保障額を５５万円から

６５万円に１０万円引き上げる見直し（以下「令和７年度見直し」という。）が行わ

れたが、介護保険の第１号被保険者の保険料（以下「第１号保険料」という。）にお

いては、市町村民税課税の有無や合計所得金額等を標準段階の所得基準として用い

ているところ。 

国においては、令和７年度見直しに伴い、一部の被保険者の段階の移動が生じ、

第９期介護保険事業計画中（令和６～８年度）の第１号保険料収入が減少する可能

性があることから、保険者の責めに帰さない第１号保険料保険料収入不足を可能な

限り防ぐことを目的に介護保険法施行令の改正が行われたもの。 

 

３ 改正内容 

  第１号保険料の判定の際に、令和７年度見直しの影響により標準段階が変わりう

る第１号被保険者について、令和８年度に限り、令和７年度見直し前と同様の判定

となるよう新たに附則を設けるもの。 

（１）令和８年度の介護保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例 

   給与等の収入金額が５５万円以上１９０万円未満である第１号被保険者の合

計所得金額について、給与所得控除の引上げ額を加算した額を用いるもの。 

（２）令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例 

  市町村民税世帯非課税者及び本人非課税者の判定を行う際に、令和７年度見直

し前の給与所得控除の算定方法を用いた判定とするもの。   

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日 

民生常任委員協議会 資料 
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（出典：社会保障審議会介護保険部会(第１２５回)資料） 

民生常任委員協議会 参考資料 

(本市） 

⑬2.4 

⑫2.3 

⑪2.1 

⑩1.9 

⑨1.7 

⑧1.5 

⑦1.3 

⑥1.2 

⑤1.0 

④0.95 

③0.69 
0.685 

②0.635 
0.435 

①0.505 
0.335 

 

※国の乗率

「0.685」は

3 段階軽減

後と 2 段階

基準が同率 
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令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日 
健康福祉部国保年金課作成 

 

酒田市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

 保険給付費等に見合う財源を確保するため、基礎課税額、後期高齢者支援金

等課税額及び介護納付金課税額の各割額を改正するものです。 

 

２ 改正の内容 

  税率等について、別紙のとおり改正するものです。 

 

３ 国民健康保険運営協議会での審議経過 

  令和７年８月７日開催 

   諮問：酒田市国民健康保険税率の改正方針について 

        

 

 

 

 

 

 
 
  令和７年１１月２５日 

   答申：妥当と判断する。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

 

１ 令和 10年度に標準税率に到達させる（３年かけて収支均衡させる）。 

２ 全体の収支均衡達成年度や基金残高に影響しないよう、新たに創設さ 

れる子ども・子育て支援金については、創設当初から標準税率とする。    

３ 基金残高は令和 11年度までは適正額を維持する。 



（１）　税率等の改正

　改正前

7割 5割 2割

6.0% ― ― ―

19,700円 13,790円 9,850円 3,940円

下記以外世帯 15,000円 10,500円 7,500円 3,000円

特定世帯 7,500円 5,250円 3,750円 1,500円

特定継続世帯 11,250円 7,875円 5,625円 2,250円

2.6% ― ― ―

8,800円 6,160円 4,400円 1,760円

下記以外世帯 6,700円 4,690円 3,350円 1,340円

特定世帯 3,350円 2,345円 1,675円 670円

特定継続世帯 5,025円 3,518円 2,513円 1,005円

2.3% ― ― ―

10,600円 7,420円 5,300円 2,120円

5,700円 3,990円 2,850円 1,140円

　改正後

7割 5割 2割

6.1% ― ― ―

23,500円 16,450円 11,750円 4,700円

下記以外世帯 16,500円 11,550円 8,250円 3,300円

特定世帯 8,250円 5,775円 4,125円 1,650円

特定継続世帯 12,375円 8,663円 6,188円 2,475円

2.7% ― ― ―

10,600円 7,420円 5,300円 2,120円

下記以外世帯 7,500円 5,250円 3,750円 1,500円

特定世帯 3,750円 2,625円 1,875円 750円

特定継続世帯 5,625円 3,938円 2,813円 1,125円

2.3% ― ― ―

11,100円 7,770円 5,550円 2,220円

5,700円 3,990円 2,850円 1,140円

　　特定世帯：国民健康保険（国保）加入者が1人だけの世帯で、特定同一世帯所属者（後期高齢者医療制度の

　　　　　　　適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方）が

　　　　　　　いる世帯（５年間）

　　特定継続世帯：特定世帯としての期間を満了した世帯で、国保加入者が1人だけの世帯（３年間）

減額する額

介護納付金課税額
分

所得割額

被保険者均等割額

世帯別平等割額

標準

後期高齢者支援金
等課税額分

所得割額

被保険者均等割額

世帯別
平等割額

介護納付金課税額
分

標準

世帯別
平等割額

後期高齢者支援金
等課税額分

所得割額

被保険者均等割額

基礎課税額分

所得割額

被保険者均等割額

世帯別
平等割額

所得割額

被保険者均等割額

世帯別平等割額

減額する額

基礎課税額分

所得割額

被保険者均等割額

世帯別
平等割額

別 紙



（２）　未就学児に係る被保険者均等割額の減額

　改正前

7割 5割 2割

9,850円 2,955円 4,925円 7,880円

4,400円 1,320円 2,200円 3,520円

　改正後

7割 5割 2割

11,750円 3,525円 5,875円 9,400円

5,300円 1,590円 2,650円 4,240円

減額措置

【対  象  者】世帯主（世帯主が国保加入者でない場合も含む）及びその世帯の国保加入者の前年の総所得金額等 

　　　　　　の合計が下表の基準に該当する世帯

【軽減内容】均等割額・平等割額が軽減されます。　

基礎課税額分

後期高齢者支援金等課税額分

標準
減額する額

基礎課税額分

後期高齢者支援金等課税額分

標準
減額する額



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ　 Ｆ Ｇ Ｈ I J

給与1名 給与1名
無職１名

65歳以上の年金
１名
無職１名

給与1名
無職１名

給与1名
無職１名

その他所得2名 給与１名　無
職１名

給与２名
未就学1名

給与2名 給与１名
その他所得１名
無職（中高生）２
名

1人 2人 2人 2人 2人 2人 2人 3人 2人 4人
1,080,000 1,080,000 1,630,000 1,770,000 2,400,000 3,700,000 4,300,000 9,200,000

1,750,000
1,330,000 2,600,000

430,000 430,000 650,000 980,000 1,120,000 1,330,000 1,600,000 2,190,000 2,670,000 9,850,000
0 0 220,000 550,000 690,000 470,000 1,170,000 1,330,000 1,810,000 8,990,000

所 得 割 6.0% 0 0 13,200 33,000 41,400 28,200 70,200 79,800 108,600 539,400
資 産 割 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均 等 割 19,700円 19,700 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 59,100 39,400 78,800
平 等 割 15,000円 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

34,700 54,400 67,600 87,400 95,800 82,600 124,600 153,900 163,000 633,200
430,000 430,000

1,050,000 1,050,000
1,570,000 1,570,000 2,240,000

７割減 ７割減 ５割減 ５割減 ２割減 ２割減 ２割減
24,290 38,080 27,200 27,200 10,880 10,880 14,820

５割減
7,880

10,400 16,300 40,400 60,200 84,900 71,700 124,600 131,200 163,000 633,200
所 得 割 2.6% 0 0 5,720 14,300 17,940 12,220 30,420 34,580 47,060 233,740
資 産 割 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均 等 割 8,800円 8,800 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 26,400 17,600 35,200
平 等 割 6,700円 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700

15,500 24,300 30,020 38,600 42,240 36,520 54,720 67,680 71,360 275,640
７割減 ７割減 ５割減 ５割減 ２割減 ２割減 ２割減
10,850 17,010 12,150 12,150 4,860 4,860 6,620

５割減
3,520

4,600 7,200 17,800 26,400 37,300 31,600 54,700 57,500 71,300 260,000
所 得 割 2.3% 0 0 0 12,650 15,870 10,810 26,910 30,590 41,630 206,770
資 産 割 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均 等 割 10,600円 10,600 21,200 0 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200
平 等 割 5,700円 5,700 5,700 0 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700

16,300 26,900 0 39,550 42,770 37,710 53,810 57,490 68,530 233,670
７割減 ７割減 ５割減 ２割減 ２割減 ２割減
11,410 18,830 13,450 5,380 5,380 5,380
4,800 8,000 0 26,100 37,300 32,300 53,800 52,100 68,500 170,000

19,800 31,500 58,200 112,700 159,500 135,600 233,100 240,800 302,800 1,063,200
所 得 割 6.1% 0 0 13,420 33,550 42,090 28,670 71,370 81,130 110,410 548,390
資 産 割 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均 等 割 23,500円 23,500 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 70,500 47,000 94,000
平 等 割 16,500円 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

40,000 63,500 76,920 97,050 105,590 92,170 134,870 168,130 173,910 658,890
430,000 430,000

1,050,000 1,050,000
1,570,000 1,570,000 2,240,000

７割減 ７割減 ５割減 ５割減 ２割減 ２割減 ２割減
28,000 44,450 31,750 31,750 12,700 12,700 17,400

５割減
9,400

12,000 19,000 45,100 65,300 92,800 79,400 134,800 141,300 173,900 658,800
所 得 割 2.7% 0 0 5,940 14,850 18,630 12,690 31,590 35,910 48,870 242,730
資 産 割 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均 等 割 10,600円 10,600 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 31,800 21,200 42,400
平 等 割 7,500円 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

18,100 28,700 34,640 43,550 47,330 41,390 60,290 75,210 77,570 292,630
430,000 430,000

1,050,000 1,050,000
1,570,000 1,570,000 2,240,000

７割減 ７割減 ５割減 ５割減 ２割減 ２割減 ２割減
12,670 20,090 14,350 14,350 5,740 5,740 7,860

５割減
4,240

5,400 8,600 20,200 29,200 41,500 35,600 60,200 63,100 77,500 260,000
所 得 割 2.3% 0 0 0 12,650 15,870 10,810 26,910 30,590 41,630 206,770
資 産 割 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均 等 割 11,100円 11,100 22,200 0 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200
平 等 割 5,700円 5,700 5,700 0 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700

16,800 27,900 0 40,550 43,770 38,710 54,810 58,490 69,530 234,670
430,000 430,000

1,050,000 1,050,000
1,570,000 1,570,000 2,240,000

７割減 ７割減 ５割減 ２割減 ２割減 ２割減
11,760 19,530 13,950 5,580 5,580 5,580
5,000 8,300 0 26,600 38,100 33,100 54,800 52,900 69,500 170,000

所 得 割 0.3% 0 0 660 1,650 2,070 1,410 3,510 3,990 5,430 26,970
資 産 割 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
均 等 割 1,300円 1,300 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 3,900 2,600 5,200
18歳以上の均等割 100円 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200
平 等 割 900円 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

2,300 3,700 4,360 5,350 5,770 5,110 7,210 8,990 9,130 33,270
430,000 430,000

1,050,000 1,050,000
1,570,000 1,570,000 2,240,000

７割減 ７割減 ５割減 ５割減 ２割減 ２割減 ２割減
1,610 2,590 1,850 1,850 740 740 1,000

５割減
520

18歳未満均等割 18歳未満均等割

520 2,600
600 1,100 2,500 3,500 5,000 4,300 7,200 6,900 9,100 30,000

23,000 37,000 67,800 124,600 177,400 152,400 257,000 264,200 330,000 1,118,800

1,600 2,700 4,700 5,100 7,900 7,700 10,200 10,100 10,900 25,600

800 1,400 2,400 2,800 4,200 4,000 5,500 5,600 6,200 0

200 300 0 500 800 800 1,000 800 1,000 0

600 1,100 2,500 3,500 5,000 4,300 7,200 6,900 9,100 30,000

3,200 5,500 9,600 11,900 17,900 16,800 23,900 23,400 27,200 55,600

16.2% 17.5% 16.5% 10.6% 11.2% 12.4% 10.3% 9.7% 9.0% 5.2%

※ R８軽減基準

7割軽減
5割軽減 基礎控除額43万円＋{31万円×(国民健康保険加入者数及び後期高齢者医療制度移行者数)}+10万円×（給与所得者等の数-1）の額以下の世帯

2割軽減
　　　　×（給与所得者等の数-1）の額以下の世帯

R8賦課限度額　　　110万円（医療67万、支援26万、介護17万）+　子ども子育て支援３万

国保税（医療分＋支援金等分＋介護分＋子ども子育て支援分）ポイント計算例

18歳未満分の均等割軽減適用（C）

（Ｃ）　の　軽　減　額

７ 割 減 判 定 所 得 金 額
５ 割 減 判 定 所 得 金 額
２ 割 減 判 定 所 得 金 額

５ 割 減 判 定 所 得 金 額
２ 割 減 判 定 所 得 金 額

子 子 分 ⑧

子子分（⑧-④）R8から

割 額 合 計
７ 割 減 判 定 所 得 金 額
５ 割 減 判 定 所 得 金 額
２ 割 減 判 定 所 得 金 額
軽 減 適 用 （ A ）
（ Ａ ） の 軽 減 額
未就学児分の均等割軽減適用（Ｂ）

（Ｂ）　の　軽　減　額

税額増減率

基礎控除額43万円+10万円×（給与所得者等の数-1）の額以下の世帯

７割減、５割減以外の世帯で、基礎控除額43万円＋{57万円×(国民健康保険加入者数及び後期高齢者医療制度移行者数)}+10万円

（Ｂ）　の　軽　減　額
支 援 金 等 分 ⑥

割 額 合 計
７ 割 減 判 定 所 得 金 額

軽 減 適 用
軽 減 額
介 護 分 ⑦

計 ( ⑤ ＋ ⑥ ＋ ⑦ ＋ ⑧ )

増
減
額

医療分（⑤-①）

支援金等分（⑥-②）

介護分（⑦-③）

計

軽　　減　　適　　用（Ａ）
（Ａ）　の　軽　減　額
未就学児分の均等割軽減適用（Ｂ）

軽　　減　　適　　用（Ａ）
（Ａ）　の　軽　減　額
未就学児分の均等割軽減適用（Ｂ）

（Ｂ）　の　軽　減　額
医 療 分 ⑤

割 額 合 計

軽 減 適 用
軽 減 額
介 護 分 ③

計 ( ① ＋ ② ＋ ③ )

R
８
改
正
税
率
／
新
制
度

割 額 合 計
７ 割 減 判 定 所 得 金 額
５ 割 減 判 定 所 得 金 額
２ 割 減 判 定 所 得 金 額

未就学児分の均等割軽減適用（Ｂ）

（Ｂ）　の　軽　減　額
支 援 金 等 分 ②

割 額 合 計

割 額 合 計
軽 減 適 用 （ A ）
（Ａ）　の　軽　減　額

R
7
税
率
／
新
制
度

割 額 合 計
７ 割 減 判 定 所 得 金 額
５ 割 減 判 定 所 得 金 額
２ 割 減 判 定 所 得 金 額
軽 減 適 用 （ A ）
（Ａ）　の　軽　減　額
未就学児分の均等割軽減適用（Ｂ）

（Ｂ）　の　軽　減　額
医 療 分 ①

区分／ケース

世
帯
構
成
等

被 保 険 者 数
給 与 収 入
年 金 収 入
そ の 他 所 得
総 所 得 金 額
課 税 標 準 所 得 金 額



  

 

令和８年２月１６日 

酒田看護専門学校作成 

 

 

酒田市立酒田看護専門学校授業料等に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

市内の医療機関に就職する可能性の高い学生を確保するため、入学金を減額する者

の住所要件を市内から庄内地域に拡大することについて、所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正の内容 

これまで入学金は、酒田市内に住所を有する者が５万円とし、「酒田市内」に限定

していました。これを庄内地域の「酒田市、鶴岡市、三川町、庄内町及び遊佐町に住

所を有する者」に住所要件を拡大することで、さらに庄内地域出身の学生の確保を図

るものです。 

なお、庄内地域出身以外の学生については、従来どおり「その他の者が１０万円」

で変更はありません。 

 

３ 施行日 

令和８年４月１日 

 

民生常任委員協議会資料 



建設経済常任委員協議会資料 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日 

地域創生部交流観光課作成 

 

 

酒田市温泉・宿泊施設設置管理条例の一部改正について 

 

 

１ 概 要 

 湯の台温泉鳥海山荘及び八森温泉ゆりんこの入浴料の見直しに伴い、所要の

改正を行うものです。 

 

 

２ 内 容 

湯の台温泉鳥海山荘及び八森温泉ゆりんこ入浴料の改定 

 改正後 改正前 

大 人 ６２０円 ５２０円 

小学生 ３１０円 ２６０円 

 

 

３ 施行期日 

  令和８年１０月１日 

 



建設経済常任委員協議会資料 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日 

地域創生部交流観光課作成 

 

 

酒田市悠々の杜温泉施設設置管理条例の一部改正について 

 

 

１ 概 要 

  悠々の杜温泉施設の入浴料の見直しに伴い、所要の改正を行うものです。 

 

 

２ 内 容 

悠々の杜温泉施設入浴料の改定 

 改正後 改正前 

大 人 ６２０円 ５２０円 

小学生 ３１０円 ２６０円 

 

 

３ 施行期日 

  令和８年１０月１日 

 



建設経済常任委員協議会資料 

令和８年２月１６日 

農林水産部農政課作成 

 
酒田市農業者健康管理センター設置管理条例の廃止について 

 

１ 提案の理由 

 酒田市農業者健康管理センター（まいづる荘）の用途を廃止するため、条例を廃止す 

るもの。 

 

２ 施行年月日  令和８年４月１日 

 

３ 施設の概要 

① 施設名称   まいづる荘（農業者健康管理センター） 

② 所在地    酒田市市条字八森９２０番地の３ 

③ 構造・床面積 鉄筋コンクリート造 2 階建て・770.91 ㎡ 

④ 建築年月日  昭和５７年３月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 条例廃止後の方向性 

  用途廃止後は、活用希望のある事業者への売却等に向けて検討。 

  なお、当該施設は令和２年度より休館中となっている。 

 

５ 今後のスケジュール 

  令和８年４月１日 財産引継ぎ（行政財産→普通財産） 

４月以降 売却等に向けて検討 

まいづる荘 鳥海八幡中学校 

酒田市八森野球場 



 

令和８年２月１６日 

上下水道部管理課作成 

 

酒田市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

酒田市公共下水道事業の計画変更及び下水道の広域化事業による処理区の廃止

に伴い、酒田市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものです。 

 

２ 改正の内容 

（１）公共下水道事業の計画変更に伴い、計画処理人口及び１日計画最大汚水量を

改正 

 

 別表第１（第３条関係）の改正 

名称  計画処理人口 １日計画最大汚水量 

八幡処理区 
改正前 ３，５５０人 １，４６９立方メートル 

改正後 ３，１００人 １，２９２立方メートル 

松山処理区 
改正前 ３，１４０人 １，３８１立方メートル 

改正後 ２，７３０人 １，１９０立方メートル 

庄内処理区 
改正前 １７，７８０人 ７，０１８立方メートル 

改正後 １６，１３０人 ６，６７６立方メートル 

 

（２）下水道の広域化事業により、飛鳥砂越処理区を酒田市公共下水道（酒田処理

区）へ統合するため、農業集落排水処理施設から削除 

 

別表第２（第３条関係）から次を削除 

名称 処理区域 計画処理人口 １日計画最大汚水量 

飛鳥砂越地区農業

集落排水処理施設 

酒田市飛鳥及び 

砂越の一部 

２，７２０人 ８９８立方メートル 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日より施行 

建設経済常任委員協議会資料 
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